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北九州市告示第３８５号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。

なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  令和４年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

（１） 申請者

北九州市小倉南区朽網東五丁目１番１号 

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社本社・小倉工場 

小倉総務部長 大神芳浩 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

北九州市小倉南区朽網東五丁目１番１号 

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社本社・小倉工場 

 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

（ア） ＰＥＶ装置アルカリ洗浄槽及びＰＥＶ装置酸洗浄槽 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）

別表第１の第６５号に掲げる酸又はアルカリによる表

面処理施設 

名称 
ＰＥＶ装置アルカリ洗浄

槽 
ＰＥＶ装置酸洗浄槽 

能力 ７，２００ｋｇ／日 ７，２００ｋｇ／日 

（イ） ＰＥＶ装置アルカリＵＳ洗浄槽１及びＰＥＶ装置アルカリＵＳ 

洗浄槽２ 

種類 
水質汚濁防止法施行令別表第１の第６５号に掲げる酸

又はアルカリによる表面処理施設 

名称 
ＰＥＶ装置アルカリＵＳ

洗浄槽１ 

ＰＥＶ装置アルカリＵＳ

洗浄槽２ 

能力 ７，２００ｋｇ／日 ７，２００ｋｇ／日 
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イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年 

月日 

（ア） ＰＥＶ装置アルカリ洗浄槽及びＰＥＶ装置酸洗浄槽 

名称
ＰＥＶ装置アルカリ洗

浄槽 
ＰＥＶ装置酸洗浄槽 

使用時間間隔 ６：３０～２２：００ ６：３０～２２：００

１日当たりの

使用時間
１４時間 １４時間

季節的変動 なし なし

設置年月日 許可日以降 許可日以降

（イ） ＰＥＶ装置アルカリＵＳ洗浄槽１及びＰＥＶ装置アルカリＵＳ 

洗浄槽２ 

名称
ＰＥＶ装置アルカリＵ

Ｓ洗浄槽１ 

ＰＥＶ装置アルカリＵ

Ｓ洗浄槽２ 

使用時間間隔 ６：３０～２２：００ ６：３０～２２：００

１日当たりの

使用時間
１４時間 １４時間

季節的変動 なし なし

設置年月日 許可日以降 許可日以降

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量 

及び汚染状態 

（ア） ＰＥＶ装置アルカリ洗浄槽及びＰＥＶ装置酸洗浄槽 

名称
ＰＥＶ装置アルカリ

洗浄槽 

ＰＥＶ装置酸洗浄

槽 

汚水量

（ｍ３/日）

通常 ８．４ 

最大 １６．８ 

通常 ４．２ 

最大 ８．４ 

水素イオン濃度
通常 １３～１４ 

最大 １３～１４ 

通常 １～２ 

最大 １～２ 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ０．０１ 

最大 ０．０１ 

通常 ０．３８ 

最大 ０．５７ 
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燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

浮遊物質量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

（イ） ＰＥＶ装置アルカリＵＳ洗浄槽１及びＰＥＶ装置アルカリＵＳ 

   洗浄槽２ 

名称
ＰＥＶ装置アルカリ

ＵＳ洗浄槽１ 

ＰＥＶ装置アルカ

リＵＳ洗浄槽２ 

汚水量

（ｍ３/日）

通常 ８．４ 

最大 １６．８ 

通常 ８．４ 

最大 １６．８ 

水素イオン濃度
通常 １３～１４ 

最大 １３～１４ 

通常 １３～１４ 

最大 １３～１４ 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ０．０１ 

最大 ０．０１ 

通常 ０．０１ 

最大 ０．０１ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

浮遊物質量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

通常 ０．０ 

最大 ０．０ 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

   汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状

態の通常値及び最大の値等 

  ア リサイクル排水処理設備 

項目 設置前 設置後

汚水等の量

（ｍ３／日）

通常 ８６６ 

最大 １,３７６

通常 ８９５ 

最大 １，４３５

水素イオン濃度
通常 ５．８～８．６ 

最大 ５．８～８．６ 
同左 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ２．８ 

最大 ５．６ 
同左

浮遊物質量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ０．５ 

最大 ２．０ 
同左
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クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 ０．５ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 １．０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．８ 

最大 ２．０ 
同左

銅含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 １．０ 
同左 

ふっ素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ＜０．１５ 

最大 ０．２ 
同左 

ほう素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．８ 

最大 １．０ 
同左 

（５） 排出水に関する事項

ア 排水口名 全体排水口

イ 排水量及び汚染の状態

項目 設置前 設置後

排出水の量 

（ｍ３／日）

通常 ２，７４０ 

最大 ３，３４０ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８～８．６ 

最大 ５．８～８．６ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４．４ 

最大 ５．８ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．０ 

最大 ９．４ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．９ 

最大 ３．６ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０８ 

最大 ０．６４ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１ 

最大 ０．２ 
同左 

ふっ素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．１ 

最大 ３．２ 
同左 

ほう素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．５ 

最大 ４．０ 
同左 
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銅及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０５ 

最大 ０．１５ 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   令和４年９月２８日から同年１０月１９日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書

を、令和４年１０月１９日までに前項第２号の場所に到着するように提出す

ること。 
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北九州市告示第３８６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３ ３号 前 北九州市門司区東本町一丁 

目６番２４地先から 

北九州市小倉北区砂津一丁 

目３２３番９地先まで 

12.0

～

41.4

11,343.7

  後 北九州市門司区東本町一丁 

目６番２４地先から 

北九州市小倉北区砂津一丁 

目３２３番９地先まで 

12.0

～

41.4

11,343.9

7



北九州市告示第３８７号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和４年９月２８日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和４年９月２８日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 道路の種類 国道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

３ ３号 北九州市門司区東本町一丁目６番２４地先から

北九州市小倉北区砂津一丁目３２３番９地先まで
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北九州市告示第３８８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２５ 門司行 

橋線 

前 北九州市門司区本町３番３ 

地先から 

北九州市小倉南区大字朽網 

３９１４番５４地先まで 

4.0

～

97.3

26,663.3

  後 北九州市門司区本町３番３ 

地先から 

北九州市小倉南区大字朽網 

３９１４番６９地先まで 

4.0

～

97.3

26,663.7

２２０ 石原町 

停車場 

線 

前 北九州市小倉南区大字新道 

寺３７０番５地先から 

北九州市小倉南区大字新道 

寺３１９番６地先まで 

4.2

～

11.4

447.6

  後 北九州市小倉南区大字新道 

寺３７０番５地先から 

北九州市小倉南区大字新道 

寺３１９番６地先まで 

4.2

～

11.4

447.3

２５４ 須磨園 

南原曽 

根線 

前 北九州市小倉南区大字朽網 

９３番３地先から 

北九州市小倉南区下曽根四 

丁目２１１２番１地先まで 

4.1

～

22.2

4,869.5
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  後 北九州市小倉南区朽網東四 

丁目９３番３地先から 

北九州市小倉南区下曽根四 

丁目２１１２番１地先まで 

4.1

～

22.2

4,869.4

２５６ 新道寺 

曽根線 

前 北九州市小倉南区大字新道 

寺４１５番１地先から 

北九州市小倉南区中曽根三 

丁目１０６９番１地先まで 

2.5

～

38.2

9,852.7

  後 北九州市小倉南区大字新道 

寺４１５番１地先から 

北九州市小倉南区中曽根三 

丁目１０６９番１地先まで 

2.5

～

38.2

9,852.6

２５７ 井手浦 

徳力線 

前 北九州市小倉南区大字井手 

浦２７０番１地先から 

北九州市小倉南区大字徳力 

３３２番地先まで 

2.4

～

18.0

8,038.6

  後 北九州市小倉南区大字井手 

浦２７０番１地先から 

北九州市小倉南区徳力三丁 

目１番１０１地先まで 

2.4

～

18.0

8,038.5

２８０ 植木上 

上津役 

線 

前 北九州市八幡西区大字木屋 

瀬中島橋中央から 

北九州市八幡西区町上津役 

西四丁目１９００番４地先 

まで 

4.8

～

51.3

7,472.8

  後 北九州市八幡西区木屋瀬四 

丁目中島橋中央から 

北九州市八幡西区町上津役 

西四丁目１９００番４地先

まで 

4.8

～

51.3

7,472.7

２８１ 下上津 

役折尾 

前 北九州市八幡西区大平一丁 

目２２８番９地先から 

5.6

～

5,953.3
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線 北九州市八幡西区光明一丁 

目１７６７番１地先まで 

22.7

  後 北九州市八幡西区大平一丁 

目２２８番９地先から 

北九州市八幡西区光明一丁 

目１７６７番１地先まで 

5.6

～

22.7

5,953.0
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北九州市告示第３８９号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和４年９月２８日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和４年９月２８日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 道路の種類 県道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２５ 門司行橋

線

北九州市門司区本町３番３地先から

北九州市小倉南区大字朽網３９１４番６９地先ま

で

２２０ 石原町停

車場線

北九州市小倉南区大字新道寺３７０番５地先から

北九州市小倉南区大字新道寺３１９番６地先まで

２５４ 須磨園南

原曽根線

北九州市小倉南区朽網東四丁目９３番３地先から

北九州市小倉南区下曽根四丁目２１１２番１地先

まで

２５６ 新道寺曽

根線

北九州市小倉南区大字新道寺４１５番１地先から

北九州市小倉南区中曽根三丁目１０６９番１地先

まで

２５７ 井手浦徳

力線

北九州市小倉南区大字井手浦２７０番１地先から

北九州市小倉南区徳力三丁目１番１０１地先まで

２８０ 植木上上

津役線

北九州市八幡西区木屋瀬四丁目中島橋中央から

北九州市八幡西区町上津役西四丁目１９００番４

地先まで
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北九州市告示第３９０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１０４２ 伊川３ 

１号線 

門司区大字伊川１０９４番１ 

地先から 

門司区大字伊川１０６５番２ 

地先まで 

2.0

～

4.2

291.0

３２８２ 大里東 

４８号 

線 

門司区大里東四丁目４２５３ 

番３９地先から 

門司区大里東四丁目４２６０ 

番３地先まで 

6.0 54.2

３２８３ 大里新 

町５号 

線 

門司区大里新町１４５番２４ 

地先から 

門司区大里新町１４５番２１ 

地先まで 

9.4

～

10.3

37.1

３２８９ 新門司 

１３号 

線 

門司区新門司二丁目１１番１ 

０地先から 

門司区新門司二丁目１１番４ 

０地先まで 

10.5

～

12.0

625.7

３３８９ 東城野 

町６号 

線 

小倉北区東城野町１３２１番 

１９地先から 

小倉北区東城野町１３２１番 

２８地先まで 

6.0 147.8

３３９０ 東城野 小倉北区東城野町１３２１番 6.0 211.4
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町７号 

線 

８２地先から 

小倉北区東城野町１３２１番 

４６地先まで 

３３９１ 東城野 

町８号 

線 

小倉北区東城野町１３２１番 

３２地先から 

小倉北区東城野町１３２１番 

３６地先まで 

6.0 50.9

３３９２ 東城野 

町９号 

線 

小倉北区東城野町１３２１番 

８４地先から 

小倉北区東城野町１３２１番 

２５地先まで 

4.0 14.1

３３９３ 東城野 

町１０ 

号線 

小倉北区東城野町１３２１番 

６１地先から 

小倉北区東城野町１３２１番 

８０地先まで 

6.0 167.8

３３９４ 東城野 

町１１ 

号線 

小倉北区東城野町１３２１番 

６７地先から 

小倉北区東城野町１３２１番 

６４地先まで 

6.0 45.4

３３９９ 中井８ 

３号線 

小倉北区中井五丁目４番１９ 

地先から 

小倉北区中井五丁目４番２４ 

地先まで 

6.0 57.8

６２９９ 朽網西 

５８号 

線 

小倉南区朽網西一丁目８４５ 

番２２地先から 

小倉南区朽網西一丁目８４５ 

番１９地先まで 

5.0 35.6

６３０４ 中曽根 

１８号 

線 

小倉南区中曽根五丁目８０８ 

番１地先から 

小倉南区中曽根五丁目８０７ 

番１３地先まで 

6.0 62.8

６３０５ 中吉田 小倉南区中吉田三丁目１４２ 5.0 25.3
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１３６ 

号線 

９番１４地先から 

小倉南区中吉田三丁目１４２ 

９番１２地先まで 

６３１１ 東貫２ 

３号線 

小倉南区東貫三丁目３８０番 

１４地先から 

小倉南区東貫三丁目３８０番 

１５地先まで 

6.0 99.8

６３１６ 沼新町 

２９号 

線 

小倉南区沼新町三丁目１７５ 

０番１２１地先から 

小倉南区沼新町三丁目１７５ 

０番１２７地先まで 

6.0 47.1

６３１７ 東貫２ 

４号線 

小倉南区東貫三丁目３３５４ 

番８地先から 

小倉南区東貫三丁目３３５２ 

番９地先まで 

5.0 46.4

６３１８ 朽網東 

３９号 

線 

小倉南区朽網東六丁目５１２ 

番１４地先から 

小倉南区朽網東六丁目５１２ 

番１０地先まで 

5.0 25.3

６３２２ 上吉田 

１１３ 

号線 

小倉南区上吉田一丁目８３５ 

番５地先から 

小倉南区上吉田一丁目８３７ 

番４地先まで 

6.0

～

6.3

84.7

６３２３ 上吉田 

１１４ 

号線 

小倉南区上吉田一丁目８３５ 

番１０地先から 

小倉南区上吉田一丁目８４０ 

番１５地先まで 

6.0

～

6.1

39.9

６３２４ 中曽根 

東１９ 

号線 

小倉南区中曽根東二丁目２０ 

１８番１地先から 

小倉南区中曽根東二丁目２０ 

１８番１４地先まで 

6.0 47.2

６３２８ 沼南町 小倉南区沼南町二丁目５０番 6.0 128.9
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１９号 

線 

８地先から 

小倉南区沼南町二丁目４９番 

４５地先まで 

６３２９ 沼南町 

２０号 

線 

小倉南区沼南町二丁目４９番 

２９地先から 

小倉南区沼南町二丁目４９番 

１地先まで 

6.0

～

6.3

139.4

６３３０ 東貫２ 

５号線 

小倉南区東貫三丁目７４０番 

３０地先から 

小倉南区東貫三丁目７４０番 

２４地先まで 

6.0 63.5

６３３２ 若園９ 

３号線 

小倉南区若園二丁目１８０番 

１４地先から 

小倉南区若園二丁目１８０番 

１１地先まで 

5.5 34.7

６３３７ 新道寺 

１１３ 

号線 

小倉南区大字新道寺４００番 

６地先から 

小倉南区大字新道寺３９９番 

８地先まで 

6.0

～

6.5

66.9

２１０８ 天神町 

１４号 

線 

八幡東区天神町４番２６地先 

から 

八幡東区天神町４番２２地先 

まで 

6.0 106.3

２１０９ 天神町 

１５号 

線 

八幡東区天神町４番２５地先 

から 

八幡東区天神町４番５１地先 

まで 

6.0 145.9

２１１０ 天神町 

１６号 

線 

八幡東区天神町４番１０地先 

から 

八幡東区天神町４番４６地先 

まで 

6.0 188.8

２１１１ 天神町 八幡東区天神町４番５３地先 4.0 16.7
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１７号 

線 

から 

八幡東区天神町４番３８地先 

まで 

６９２９ 上上津 

役１４ 

９号線 

八幡西区上上津役五丁目１２ 

７２番２６地先から 

八幡西区上上津役五丁目１２ 

７２番１２地先まで 

6.0

～

9.0

158.3

６９７６ 大浦５ 

３号線 

八幡西区大浦一丁目１番３９ 

地先から 

八幡西区大浦一丁目１番３５ 

地先まで 

6.0 25.7

７００２ 市瀬５ 

７号線 

八幡西区市瀬一丁目９７８番 

２地先から 

八幡西区市瀬一丁目９９４番 

２地先まで 

5.0

～

6.2

248.2

７００３ 市瀬５ 

８号線 

八幡西区市瀬一丁目９９２番 

１２地先から 

八幡西区市瀬一丁目９９４番 

５地先まで 

6.0 74.7

７００４ 市瀬５ 

９号線 

八幡西区市瀬一丁目９５３番 

３地先から 

八幡西区市瀬一丁目９５７番 

２地先まで 

9.0 86.2

７００５ 市瀬６ 

０号線 

八幡西区市瀬一丁目１００５ 

番２６地先から 

八幡西区市瀬一丁目９８０番 

１３地先まで 

6.0 136.2

７００６ 市瀬６ 

１号線 

八幡西区市瀬一丁目９８０番 

２３地先から 

八幡西区市瀬一丁目９５７番 

４地先まで 

6.0 163.2

７００７ 市瀬６ 八幡西区市瀬一丁目９５３番 6.0 74.8
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２号線 ３地先から 

八幡西区市瀬一丁目７２８番 

１２地先まで 

７００８ 市瀬６ 

３号線 

八幡西区市瀬一丁目７２８番 

１４地先から 

八幡西区市瀬一丁目７２８番 

１６地先まで 

6.0 23.9

７００９ 市瀬６ 

４号線 

八幡西区市瀬一丁目１００５ 

番１６地先から 

八幡西区市瀬一丁目９９５番 

３地先まで 

4.0 27.4

７０１０ 市瀬６ 

５号線 

八幡西区市瀬一丁目９５７番 

８地先から 

八幡西区市瀬一丁目７２９番 

１地先まで 

2.9

～

3.2

89.6

７０１１ 永犬丸 

２２２ 

号線 

八幡西区永犬丸一丁目２７７ 

９番８地先から 

八幡西区永犬丸一丁目２７７ 

５番１４地先まで 

6.0

～

6.6

91.9

７０１２ 上上津 

役１５ 

０号線 

八幡西区上上津役五丁目６１ 

４番２６地先から 

八幡西区上上津役五丁目６１ 

４番２２地先まで 

6.0 38.7

７０１６ 本城東 

８５号 

線 

八幡西区本城東三丁目５７２ 

番８地先から 

八幡西区本城東三丁目５７２ 

番３地先まで 

5.0 55.2

７０１９ 木屋瀬 

１０７ 

号線 

八幡西区木屋瀬四丁目７２５ 

番１地先から 

八幡西区木屋瀬四丁目７２５ 

番１１地先まで 

5.0 49.2

７０２７ 上上津 八幡西区上上津役五丁目１１ 6.0 89.6
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 役１５ 

２号線 

９３番１地先から 

八幡西区上上津役五丁目１１ 

８９番３地先まで 

７０３０ 木屋瀬 

１０８ 

号線 

八幡西区木屋瀬一丁目４１０ 

番１０地先から 

八幡西区木屋瀬一丁目４１０ 

番７地先まで 

6.0 41.1
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北九州市告示第３９１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

５１９ 新町井 

ノ浦線 

前 門司区松原二丁目６５０９ 

番５地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

５番５４地先まで 

3.5

～

25.2

2,273.7

  後 門司区松原二丁目６５０９ 

番５地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

５番５４地先まで 

3.5

～

25.2

2,273.4

７０２ 大里東 

羽山１ 

号線 

前 門司区大里東四丁目１２番 

２５地先から 

門司区羽山二丁目１１６３ 

番３地先まで 

3.2

～

12.0

1,181.6

  後 門司区大里東四丁目１２番 

２５地先から 

門司区羽山二丁目１１６３ 

番３地先まで 

3.2

～

12.0

1,181.4

１００４ 青葉台 

４号線 

前 門司区青葉台７番９地先か 

ら 

門司区青葉台８番１地先ま 

で 

6.0

～

6.7

66.5
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  後 門司区青葉台７番９地先か 

ら 

門司区青葉台８番１地先ま 

で 

6.1

～

6.7

66.8

１０４１ 伊川３ 

０号線 

前 門司区大字伊川１１９７番 

１地先から 

門司区大字伊川１２７８番 

５地先まで 

3.0

～

5.9

313.1

  後 門司区大字伊川１１９７番 

１地先から 

門司区大字伊川１２７８番 

５地先まで 

3.0

～

6.1

312.7

１０４２ 伊川３ 

１号線 

前 門司区大字伊川１０９４番 

地先から 

門司区大字伊川１０８１番 

１地先まで 

2.0

～

4.0

136.2

  後 門司区大字伊川１０９４番 

１地先から 

門司区大字伊川１０６５番 

２地先まで 

2.0

～

4.2

291.0

１０４３ 伊川３ 

２号線 

前 門司区大字伊川１１４７番 

地先から 

門司区大字伊川１２０４番 

１２地先まで 

1.5

～

4.8

525.9

  後 門司区大字伊川１１４７番 

地先から 

門司区大字伊川１２０４番 

１２地先まで 

1.5

～

4.8

525.6

１１０９ 伊川９ 

７号線 

前 門司区大字伊川１１２７番 

３地先から 

門司区大字伊川１１２７番 

１２地先まで 

1.8

～

5.3

135.2
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  後 門司区大字伊川１１２７番 

３地先から 

門司区大字伊川１１２７番 

１２地先まで 

1.8

～

4.0

135.5

１１１８ 伊川１ 

０６号 

線 

前 門司区大字伊川１１１８番 

地先から 

門司区大字伊川１１２６番 

３地先まで 

5.2

～

9.3

132.2

  後 門司区大字伊川１０５８番 

３地先から 

門司区大字伊川１１２７番 

１２地先まで 

5.5

～

9.3

142.7

１３０７ 上藤松 

２号線 

前 門司区上藤松三丁目３番１ 

０地先から 

門司区上藤松三丁目１３３ 

２番１地先まで 

1.5

～

2.4

99.1

  後 門司区上藤松三丁目３番５ 

３地先から 

門司区上藤松三丁目１３３ 

２番４地先まで 

0.6

～

1.6

98.7

１３０８ 上藤松 

３号線 

前 門司区藤松三丁目６番３地 

先から 

門司区上藤松三丁目１３４ 

４番５地先まで 

3.3

～

6.7

406.9

  後 門司区藤松三丁目６番３地 

先から 

門司区上藤松三丁目１３４ 

４番５地先まで 

3.3

～

6.7

407.4

１３０９ 上藤松 

４号線 

前 門司区上藤松三丁目２０４ 

番５地先から 

門司区上藤松三丁目２番１ 

地先まで 

5.3

～

7.0

185.8
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  後 門司区上藤松二丁目３番１ 

４地先から 

門司区上藤松三丁目２番１ 

地先まで 

5.7

～

7.9

185.9

１３１０ 上藤松 

５号線 

前 門司区上藤松三丁目２番１ 

地先から 

門司区上藤松三丁目３番７ 

地先まで 

6.0

～

6.3

95.2

  後 門司区上藤松三丁目２番１ 

０地先から 

門司区上藤松三丁目３番７ 

地先まで 

6.0

～

6.3

95.5

１３１１ 上藤松 

６号線 

前 門司区上藤松二丁目１３１ 

２番１６地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

２番１３地先まで 

2.5

～

5.2

247.0

  後 門司区上藤松二丁目１３１ 

２番１６地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

２番９地先まで 

2.7

～

6.3

248.3

１３１３ 上藤松 

８号線 

前 門司区上藤松二丁目１３２ 

５番９地先から 

門司区上藤松二丁目１３２ 

５番８地先まで 

1.1

～

1.9

35.6

  後 門司区上藤松二丁目３番１ 

３地先から 

門司区上藤松二丁目１３２ 

５番１６地先まで 

1.0

～

1.8

35.5

１３１４ 上藤松 

９号線 

前 門司区上藤松三丁目３番２ 

７地先から 

門司区上藤松三丁目３番３ 

地先まで 

1.1

～

2.0

40.9
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  後 門司区上藤松三丁目３番３ 

地先から 

門司区上藤松二丁目１３２ 

６番２地先まで 

1.1

～

2.3

40.5

１３２０ 上藤松 

１５号 

線 

前 門司区上藤松二丁目１２７ 

８番５地先から 

門司区上藤松二丁目１２７ 

８番６地先まで 

3.7

～

7.0

97.5

  後 門司区上藤松二丁目１２７ 

８番６地先から 

門司区上藤松二丁目１３０ 

７番６地先まで 

4.1

～

5.2

98.6

１３２３ 上藤松 

１８号 

線 

前 門司区藤松二丁目２０４番 

３地先から 

門司区上藤松一丁目２０４ 

番４地先まで 

6.3

～

6.5

55.5

  後 門司区藤松二丁目２０４番 

３地先から 

門司区上藤松一丁目１２８ 

５番４地先まで 

6.0

～

6.4

55.3

１３２７ 上藤松 

２２号 

線 

前 門司区上藤松二丁目１３８ 

３番２地先から 

門司区上藤松二丁目１３８ 

３番８地先まで 

3.1

～

7.0

87.5

  後 門司区上藤松二丁目１３８ 

３番４地先から 

門司区上藤松二丁目１３８ 

３番８地先まで 

3.0

～

4.1

110.7

１３２９ 上藤松 

２４号 

線 

前 門司区上藤松二丁目１３１ 

５番２６地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

４番１６地先まで 

3.1

～

7.0

246.5
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  後 門司区上藤松二丁目１３１ 

５番２６地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

４番１６地先まで 

3.5

～

4.6

246.0

１３３０ 上藤松 

２５号 

線 

前 門司区上藤松二丁目１３１ 

１番４地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

５番５３地先まで 

3.5

～

6.8

371.3

  後 門司区上藤松二丁目１３１ 

０番３地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

５番２４地先まで 

3.4

～

5.3

372.9

１３３１ 上藤松 

２６号 

線 

前 門司区上藤松二丁目１３１ 

５番４９地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

５番５３地先まで 

4.4

～

8.0

65.2

  後 門司区上藤松二丁目１３１ 

５番４９地先から 

門司区上藤松二丁目１３１ 

５番５３地先まで 

4.3

～

5.1

67.5

１３３４ 上藤松 

２９号 

線 

前 門司区上藤松三丁目３番３ 

８地先から 

門司区上藤松三丁目３番５ 

地先まで 

4.5

～

4.7

77.8

  後 門司区上藤松三丁目３番３ 

８地先から 

門司区上藤松三丁目３番５ 

地先まで 

4.5

～

4.6

76.8

２００９ 新門司 

３号線 

前 門司区新門司二丁目１３番 

地先から 

門司区新門司二丁目１２番 

地先まで 

20.0

～

36.8

1,128.5
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  後 門司区新門司二丁目１３番 

地先から 

門司区新門司二丁目１２番 

地先まで 

20.0

～

36.8

1,128.5

２１８４ 大里２ 

号線 

前 門司区上藤松二丁目１２７ 

８番１０地先から 

門司区大字大里１４８３番 

２地先まで 

2.5

～

7.0

463.2

  後 門司区上藤松二丁目１３０ 

７番６地先から 

門司区上藤松一丁目１４８ 

３番２地先まで 

2.1

～

5.9

462.6

３０７６ 上藤松 

３４号 

線 

前 門司区上藤松二丁目１２７ 

８番７地先から 

門司区上藤松一丁目１２０ 

５番７地先まで 

4.1

～

6.8

52.3

  後 門司区上藤松二丁目１２７ 

８番６地先から 

門司区上藤松一丁目１３０ 

５番２地先まで 

4.0

～

6.1

52.3

３０９０ 大里東 

４４号 

線 

前 門司区大里東四丁目１番４ 

０地先から 

門司区大里東四丁目１番７ 

地先まで 

5.0

～

7.3

116.8

  後 門司区大里東四丁目４２５ 

３番２５地先から 

門司区大里東四丁目４２５ 

３番１６地先まで 

5.0

～

6.1

116.3

１８５６ 熊谷６ 

号線 

前 小倉北区熊谷一丁目７７番 

２地先から 

小倉北区熊谷一丁目１番５ 

５地先まで 

1.0

～

12.0

420.3
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  後 小倉北区熊谷一丁目７７番 

２地先から 

小倉北区熊谷一丁目１番５ 

５地先まで 

1.0

～

12.0

420.2

１８６０ 熊谷１ 

０号線 

前 小倉北区熊谷二丁目４００ 

番４地先から 

小倉北区熊谷四丁目１７９ 

番８地先まで 

4.2

～

8.4

517.6

  後 小倉北区熊谷二丁目４００ 

番４地先から 

小倉北区熊谷四丁目１７９ 

番８地先まで 

4.2

～

7.3

516.4

１８６１ 熊谷１ 

１号線 

前 小倉北区熊谷二丁目１番１ 

２３地先から 

小倉北区熊谷二丁目１番９ 

０地先まで 

3.6

～

8.0

332.0

  後 小倉北区熊谷二丁目１番１ 

２３地先から 

小倉北区熊谷二丁目１番９ 

０地先まで 

3.6

～

8.0

332.4

１８６５ 熊谷１ 

５号線 

前 小倉北区熊谷一丁目１番１ 

６６地先から 

小倉北区熊谷一丁目１番１ 

６２地先まで 

3.8

～

7.1

529.9

  後 小倉北区熊谷一丁目１番１ 

６６地先から 

小倉北区熊谷一丁目１番１ 

６２地先まで 

3.6

～

7.1

529.8

１９１１ 熊谷６ 

１号線 

前 小倉北区熊谷二丁目１８５ 

番２地先から 

小倉北区熊谷二丁目１３番 

１地先まで 

5.7

～

6.8

102.7
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  後 小倉北区熊谷二丁目１８５ 

番２地先から 

小倉北区熊谷二丁目１３番 

１地先まで 

5.8

～

6.8

103.1

２５８２ 中井１ 

９号線 

前 小倉北区中井三丁目１４番 

１地先から 

小倉北区中井五丁目４番９ 

地先まで 

5.9

～

6.0

296.3

  後 小倉北区中井三丁目１４番 

１地先から 

小倉北区中井五丁目４番９ 

地先まで 

5.9

～

6.1

296.3

２５９９ 中井３ 

６号線 

前 小倉北区中井三丁目５番１ 

地先から 

小倉北区中井五丁目１４番 

１５地先まで 

5.8

～

6.2

830.5

  後 小倉北区中井三丁目５番１ 

地先から 

小倉北区中井五丁目１４番 

１５地先まで 

5.8

～

6.2

830.4

７３８ 若園１ 

号線 

前 小倉南区若園二丁目２１３ 

番１５地先から 

小倉南区若園二丁目１９６ 

番３地先まで 

5.3

～

5.6

305.0

  後 小倉南区若園二丁目２１３ 

番１５地先から 

小倉南区若園三丁目１９６ 

番３地先まで 

5.3

～

5.8

304.9

１３０２ 上吉田 

１５号 

線 

前 小倉南区上吉田一丁目８１ 

７番３地先から 

小倉南区上吉田一丁目８３ 

２番２地先まで 

2.1

～

5.1

280.9
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  後 小倉南区上吉田一丁目８１ 

７番３地先から 

小倉南区上吉田一丁目８３ 

２番６地先まで 

2.2

～

5.5

279.6

１３２１ 上吉田 

３４号 

線 

前 小倉南区上吉田一丁目８３ 

２番２地先から 

小倉南区大字吉田２０８番 

１１地先まで 

2.2

～

6.0

114.1

  後 小倉南区上吉田一丁目８３ 

３番５地先から 

小倉南区上吉田一丁目１７ 

２０番６地先まで 

2.6

～

5.3

110.5

１６２１ 朽網８ 

８号線 

前 小倉南区朽網東六丁目４２ 

８番２地先から 

小倉南区朽網東六丁目４２ 

７番地先まで 

1.8

～

4.5

106.4

  後 小倉南区朽網東六丁目４２ 

８番２地先から 

小倉南区朽網東六丁目４２ 

７番地先まで 

1.8

～

4.5

106.9

１６５８ 朽網１ 

２５号 

線 

前 小倉南区大字朽網８５０番 

１地先から 

小倉南区大字朽網８４４番 

地先まで 

3.8

～

4.7

105.3

  後 小倉南区朽網西一丁目８５ 

０番４地先から 

小倉南区朽網西一丁目８４ 

４番１地先まで 

3.7

～

6.2

105.2

１７２１ 朽網１ 

８８号 

線 

前 小倉南区大字朽網４３０番 

１０１地先から 

小倉南区大字朽網５１２番 

４地先まで 

5.0

～

7.0

154.5
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  後 小倉南区朽網東六丁目４３ 

０番１０１地先から 

小倉南区朽網東六丁目４３ 

０番８５地先まで 

5.0

～

7.0

155.1

１７４５ 朽網２ 

１２号 

線 

前 小倉南区大字朽網４２０番 

地先から 

小倉南区大字朽網５１２番 

１地先まで 

5.4

～

8.9

277.7

  後 小倉南区朽網東六丁目４２ 

０番５地先から 

小倉南区朽網東六丁目５１ 

２番６地先まで 

5.4

～

6.5

279.5

１８７２ 葛原東 

１７号 

線 

前 小倉南区葛原東六丁目１３ 

４８番１地先から 

小倉南区葛原東六丁目１３ 

４６番地先まで 

1.5

～

4.9

109.1

  後 小倉南区葛原東六丁目１３ 

４８番１地先から 

小倉南区葛原東六丁目１３ 

４６番地先まで 

1.5

～

4.9

109.1

２３７７ 曽根１ 

１号線 

前 小倉南区中曽根五丁目１０ 

５１番４地先から 

小倉南区上曽根三丁目３５ 

５９番１地先まで 

2.7

～

6.1

296.7

  後 小倉南区中曽根五丁目１０ 

５１番４地先から 

小倉南区上曽根三丁目３５ 

５９番１地先まで 

2.0

～

6.1

297.0

２３８２ 曽根１ 

６号線 

前 小倉南区大字曽根１３５５ 

番８地先から 

小倉南区中曽根東六丁目１ 

７３５番５地先まで 

2.4

～

10.9

1,397.4
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  後 小倉南区中曽根東一丁目１ 

３５５番８地先から 

小倉南区中曽根東六丁目１ 

７３５番５地先まで 

2.4

～

10.9

1,397.5

２４１５ 曽根４ 

９号線 

前 小倉南区大字曽根１０３６ 

番地先から 

小倉南区大字曽根８０７番 

２地先まで 

3.0

～

7.6

153.4

  後 小倉南区中曽根五丁目１０ 

３６番地先から 

小倉南区中曽根五丁目８０ 

７番２地先まで 

3.0

～

6.0

152.3

２４４４ 曽根７ 

８号線 

前 小倉南区大字曽根１０５１ 

番１地先から 

小倉南区大字曽根８０６番 

１２地先まで 

0.8

～

2.1

51.6

  後 小倉南区中曽根五丁目１０ 

５１番５地先から 

小倉南区中曽根五丁目８０ 

６番１１地先まで 

0.8

～

2.3

51.6

３１０１ 中吉田 

１０号 

線 

前 小倉南区中吉田四丁目１３ 

９４番３２地先から 

小倉南区中吉田四丁目１６ 

５６番２地先まで 

5.0

～

7.8

343.0

  後 小倉南区中吉田四丁目１３ 

９４番３２地先から 

小倉南区中吉田四丁目１６ 

５６番２地先まで 

5.0

～

6.0

342.8

３１２１ 中吉田 

３０号 

線 

前 小倉南区中吉田三丁目１３ 

８７番９地先から 

小倉南区中吉田三丁目１４ 

０６番３地先まで 

2.6

～

5.8

153.7
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  後 小倉南区中吉田三丁目１３ 

８７番９地先から 

小倉南区中吉田三丁目１４ 

２９番１３地先まで 

2.6

～

5.8

153.8

３１２２ 中吉田 

３１号 

線 

前 小倉南区中吉田三丁目１４ 

２９番２地先から 

小倉南区中吉田三丁目５番 

５地先まで 

1.0

～

4.5

202.7

  後 小倉南区中吉田三丁目１４ 

２９番１３地先から 

小倉南区中吉田三丁目５番 

５地先まで 

1.0

～

4.4

201.6

３２４１ 貫１０ 

号線 

前 小倉南区東貫三丁目３３４ 

７番２地先から 

小倉南区東貫三丁目３５５ 

９番２地先まで 

2.6

～

9.7

444.8

  後 小倉南区東貫三丁目３３４ 

７番２地先から 

小倉南区東貫三丁目３５５ 

９番２地先まで 

2.6

～

9.7

439.3

３４７４ 貫２４ 

３号線 

前 小倉南区大字貫３６０９番 

５地先から 

小倉南区大字貫３６１５番 

１３地先まで 

4.1

～

6.4

254.4

  後 小倉南区東貫三丁目３６０ 

９番５地先から 

小倉南区東貫三丁目３６１ 

５番１３地先まで 

4.5

～

6.8

254.3

３８００ 母原３ 

１号線 

前 小倉南区大字母原７７５番 

２地先から 

小倉南区大字母原７９４番 

２地先まで 

1.8

～

4.7

353.0
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  後 小倉南区大字母原７７５番 

２地先から 

小倉南区大字母原７９４番 

２地先まで 

1.9

～

4.3

354.5

３８０４ 母原３ 

５号線 

前 小倉南区大字母原１１０７ 

番１地先から 

小倉南区大字母原１１５６ 

番１地先まで 

0.6

～

2.5

262.3

  後 小倉南区大字母原１１０７ 

番１地先から 

小倉南区大字母原母原川３ 

号橋まで 

0.6

～

4.7

266.2

３８０５ 母原３ 

６号線 

前 小倉南区大字母原１１４８ 

番１地先から 

小倉南区大字母原１１５８ 

番地先まで 

1.9

～

2.8

114.4

  後 小倉南区大字母原１１４８ 

番１地先から 

小倉南区大字母原１１５６ 

番１地先まで 

4.0

～

5.6

105.8

３８０７ 母原３ 

８号線 

前 小倉南区大字母原１０５５ 

番１地先から 

小倉南区大字母原１５３２ 

番地先まで 

2.1

～

6.4

731.1

  後 小倉南区大字母原１０６８ 

番地先から 

小倉南区大字母原１５３２ 

番地先まで 

2.1

～

6.4

731.5

４３２３ 若園５ 

１号線 

前 小倉南区若園二丁目１７８ 

番４地先から 

小倉南区若園二丁目１８６ 

番３地先まで 

4.3

～

4.4

140.1
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  後 小倉南区若園二丁目１７８ 

番４地先から 

小倉南区若園二丁目１８６ 

番３地先まで 

4.3

～

5.3

140.3

４５６２ 母原７ 

３号線 

前 小倉南区大字母原７９５番 

１地先から 

小倉南区大字母原１０６８ 

番地先まで 

2.5

～

4.0

327.6

  後 小倉南区大字母原７９５番 

１地先から 

小倉南区大字母原１０６８ 

番地先まで 

2.2

～

5.4

327.3

４５６３ 母原７ 

４号線 

前 小倉南区大字母原１１１７ 

番１地先から 

小倉南区大字母原１１１３ 

番１地先まで 

2.2

～

5.0

29.1

  後 小倉南区大字母原１１１７ 

番１地先から 

小倉南区大字母原１１１３ 

番１地先まで 

2.4

～

2.9

28.4

５０４９ 東貫７ 

号線 

前 小倉南区東貫三丁目３８３ 

番４地先から 

小倉南区東貫三丁目３６３ 

８番６地先まで 

5.4

～

5.5

96.2

  後 小倉南区東貫三丁目３８３ 

番５地先から 

小倉南区東貫三丁目３８０ 

番２１地先まで 

5.6

～

6.1

96.8

５１６５ 東貫８ 

号線 

前 小倉南区東貫三丁目３８３ 

番４地先から 

小倉南区東貫三丁目３８１ 

番地先まで 

6.6

～

7.1

85.6
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  後 小倉南区東貫三丁目３８３ 

番５地先から 

小倉南区東貫三丁目３８０ 

番１０地先まで 

6.9

～

7.4

83.7

５７０５ 上曽根 

４号線 

前 小倉南区上曽根三丁目７４ 

８番６地先から 

小倉南区上曽根三丁目７５ 

１番１地先まで 

5.0 28.2

  後 小倉南区上曽根三丁目７４ 

８番６地先から 

小倉南区上曽根三丁目７５ 

１番１地先まで 

5.0 29.0

５７１６ 沼新町 

１号線 

前 小倉南区沼新町三丁目１７ 

４３番５地先から 

小倉南区上吉田四丁目１８ 

６番４地先まで 

6.0

～

11.8

729.1

  後 小倉南区沼新町三丁目１７ 

４３番５地先から 

小倉南区上吉田四丁目１８ 

６番４地先まで 

6.0

～

9.5

724.8

５７５９ 上曽根 

５号線 

前 小倉南区上曽根三丁目７３ 

７番７地先から 

小倉南区上曽根三丁目７３ 

７番１２地先まで 

5.0

～

15.0

26.0

  後 小倉南区上曽根三丁目７３ 

７番７地先から 

小倉南区上曽根三丁目７３ 

７番１２地先まで 

5.0 26.1

５０１ 中央桃 

園１号 

線 

前 八幡東区中央二丁目３０番 

２地先から 

八幡東区桃園四丁目２番地 

先まで 

14.5

～

34.2

3,060.6
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  後 八幡東区中央二丁目３０番 

２地先から 

八幡東区桃園四丁目２番地 

先まで 

14.5

～

34.2

3,060.5

１２５５ 祇園１ 

７号線 

前 八幡東区祇園三丁目４０番 

１地先から 

八幡東区祇園四丁目１９１ 

番３地先まで 

5.7

～

13.7

438.2

  後 八幡東区祇園三丁目４０番 

１地先から 

八幡東区祇園四丁目１９１ 

番３地先まで 

5.7

～

13.7

439.3

１４６４ 天神町 

１号線 

前 八幡東区天神町１番１地先 

から 

八幡東区天神町３番１地先 

まで 

6.9

～

7.8

232.8

  後 八幡東区天神町１番１地先 

から 

八幡東区天神町３番１地先 

まで 

6.8

～

7.0

232.8

１４６７ 天神町 

４号線 

前 八幡東区天神町２番１５地 

先から 

八幡東区天神町１３６３番 

１２地先まで 

3.9

～

5.1

250.2

  後 八幡東区天神町２番１５地 

先から 

八幡東区天神町１３６３番 

１２地先まで 

3.9

～

7.9

250.4

１５８７ 春の町 

４号線 

前 八幡東区春の町二丁目９６ 

７番１地先から 

八幡東区春の町二丁目２８ 

番１５地先まで 

6.0

～

7.0

285.8
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  後 八幡東区春の町二丁目９６ 

７番１地先から 

八幡東区春の町二丁目２８ 

番１５地先まで 

6.0

～

7.0

285.7

１９７５ 天神町 

５号線 

前 八幡東区天神町から 

八幡東区天神町まで 

7.3

～

9.7

187.1

  後 八幡東区天神町４番８地先 

から 

八幡東区天神町４番７地先 

まで 

7.4

～

9.2

185.1

１９８２ 天神町 

６号線 

前 八幡東区天神町３番３２地 

先から 

八幡東区天神町３番５１地 

先まで 

6.0

～

17.0

96.2

  後 八幡東区天神町３番３２地 

先から 

八幡東区天神町３番５１地 

先まで 

6.0

～

17.0

96.5

７８２ 本城東 

力丸町 

２号線 

前 八幡西区本城東二丁目２９ 

８番１０地先から 

八幡西区力丸町１９番１地 

先まで 

5.3

～

10.5

654.2

  後 八幡西区本城東二丁目２９ 

８番１０地先から 

八幡西区力丸町１９番１地 

先まで 

5.0

～

10.5

654.4

１２７８ 市瀬１ 

号線 

前 八幡西区市瀬一丁目１１１ 

１番２地先から 

八幡西区市瀬一丁目７２９ 

番５地先まで 

5.0

～

9.3

488.6

後 八幡西区市瀬一丁目１１１ 5.0 488.6
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１番２地先から 

八幡西区市瀬一丁目７２９ 

番５地先まで 

～

9.3

１２７９ 市瀬２ 

号線 

前 八幡西区市瀬一丁目１１１ 

５番２地先から 

八幡西区市瀬一丁目１０９ 

５番２地先まで 

1.6

～

2.9

105.8

  後 八幡西区市瀬一丁目１１１ 

５番２地先から 

八幡西区市瀬一丁目１０９ 

４番地先まで 

1.6

～

2.9

103.3

１２８０ 市瀬３ 

号線 

前 八幡西区市瀬一丁目９７６ 

番２地先から 

八幡西区市瀬一丁目１０９ 

６番地先まで 

2.9

～

3.4

82.0

  後 八幡西区市瀬一丁目９７６ 

番２地先から 

八幡西区市瀬一丁目１０９ 

６番１地先まで 

2.9

～

3.4

81.4

１２８１ 市瀬４ 

号線 

前 八幡西区市瀬一丁目１０８ 

２番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目９６９ 

番４地先まで 

1.8

～

6.5

224.4

  後 八幡西区市瀬一丁目１０８ 

２番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目９６９ 

番４地先まで 

1.8

～

4.0

224.8

１２８８ 市瀬１ 

１号線 

前 八幡西区市瀬一丁目７２９ 

番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目８５２ 

番５地先まで 

1.9

～

7.1

448.3

  後 八幡西区市瀬一丁目７２９ 1.9 448.8
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番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目８５２ 

番５地先まで 

～

7.1

１４２９ 永犬丸 

５号線 

前 八幡西区永犬丸一丁目２７ 

７７番地先から 

八幡西区永犬丸一丁目２６ 

９１番１地先まで 

2.0

～

4.8

153.0

  後 八幡西区永犬丸一丁目２７ 

７６番１地先から 

八幡西区永犬丸一丁目２６ 

９１番１地先まで 

2.0

～

5.2

153.3

１７３０ 大浦３ 

号線 

前 八幡西区大浦一丁目１３番 

３地先から 

八幡西区大浦一丁目１番１ 

１地先まで 

5.3

～

9.1

621.7

  後 八幡西区大浦一丁目１３番 

３地先から 

八幡西区大浦一丁目１番１ 

１地先まで 

5.3

～

9.1

621.7

２４２２ 上上津 

役７３ 

号線 

前 八幡西区上上津役五丁目６ 

１４番２７地先から 

八幡西区上上津役五丁目６ 

８２番２地先まで 

3.5

～

5.9

127.2

  後 八幡西区上上津役五丁目６ 

１４番２７地先から 

八幡西区上上津役五丁目６ 

８２番２地先まで 

4.0

～

5.9

127.3

２４２５ 上上津 

役７６ 

号線 

前 八幡西区上上津役五丁目１ 

１８１番地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

１８０番１２地先まで 

4.6

～

6.1

203.6

  後 八幡西区上上津役五丁目１ 4.6 201.7
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１８１番地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

１８０番１２地先まで 

～

6.9

２４２６ 上上津 

役７７ 

号線 

前 八幡西区上上津役五丁目１ 

２０２番１地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

２１６番１地先まで 

1.0

～

6.6

171.2

  後 八幡西区上上津役五丁目１ 

２０２番１地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

２１６番１地先まで 

1.0

～

7.7

172.0

２４２７ 上上津 

役７８ 

号線 

前 八幡西区上上津役五丁目１ 

１７２番１地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

２１６番１地先まで 

6.0

～

7.4

282.8

  後 八幡西区上上津役五丁目１ 

１７２番１地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

２１６番１地先まで 

5.9

～

7.8

282.9

３１４６ 木屋瀬 

６６号 

線 

前 八幡西区大字木屋瀬７５９ 

番４地先から 

八幡西区大字木屋瀬８１番 

２地先まで 

4.8

～

9.2

422.4

  後 八幡西区木屋瀬四丁目７５ 

９番５地先から 

八幡西区木屋瀬四丁目８１ 

番１地先まで 

4.8

～

9.2

422.6

５０５４ 本城東 

３０号 

線 

前 八幡西区本城東三丁目５７ 

６番６地先から 

八幡西区本城東三丁目５７ 

９番４地先まで 

4.0

～

7.5

184.6

  後 八幡西区本城東三丁目５７ 4.0 184.8
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６番６地先から 

八幡西区本城東三丁目５７ 

９番４地先まで 

～

6.0

６３８３ 市瀬５ 

４号線 

前 八幡西区市瀬一丁目９３３ 

番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目７４５ 

番４地先まで 

14.3

～

22.0

293.7

  後 八幡西区市瀬一丁目９３３ 

番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目７４５ 

番４地先まで 

14.2

～

22.0

293.9
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北九州市告示第３９２号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和４年９月２８日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和４年９月２８日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

５１９ 新町井ノ

浦線

門司区松原二丁目６５０９番５地先から

門司区上藤松二丁目１３１５番５４地先まで

７０２ 大里東羽

山１号線

門司区大里東四丁目１２番２５地先から

門司区羽山二丁目１１６３番３地先まで

１００４ 青葉台４

号線

門司区青葉台７番９地先から

門司区青葉台８番１地先まで

１０４１ 伊川３０

号線

門司区大字伊川１１９７番１地先から

門司区大字伊川１２７８番５地先まで

１０４２ 伊川３１

号線

門司区大字伊川１０９４番１地先から

門司区大字伊川１０６５番２地先まで

１０４３ 伊川３２

号線

門司区大字伊川１１４７番地先から

門司区大字伊川１２０４番１２地先まで

１１０９ 伊川９７

号線

門司区大字伊川１１２７番３地先から

門司区大字伊川１１２７番１２地先まで

１１１８ 伊川１０

６号線

門司区大字伊川１０５８番３地先から

門司区大字伊川１１２７番１２地先まで

１３０７ 上藤松２

号線

門司区上藤松三丁目３番５３地先から

門司区上藤松三丁目１３３２番４地先まで

１３０８ 上藤松３ 門司区藤松三丁目６番３地先から
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号線 門司区上藤松三丁目１３４４番５地先まで

１３０９ 上藤松４

号線

門司区上藤松二丁目３番１４地先から

門司区上藤松三丁目２番１地先まで

１３１０ 上藤松５

号線

門司区上藤松三丁目２番１０地先から

門司区上藤松三丁目３番７地先まで

１３１１ 上藤松６

号線

門司区上藤松二丁目１３１２番１６地先から

門司区上藤松二丁目１３１２番９地先まで

１３１３ 上藤松８

号線

門司区上藤松二丁目３番１３地先から

門司区上藤松二丁目１３２５番１６地先まで

１３１４ 上藤松９

号線

門司区上藤松三丁目３番３地先から

門司区上藤松二丁目１３２６番２地先まで

１３２０ 上藤松１

５号線

門司区上藤松二丁目１２７８番６地先から

門司区上藤松二丁目１３０７番６地先まで

１３２３ 上藤松１

８号線

門司区藤松二丁目２０４番３地先から

門司区上藤松一丁目１２８５番４地先まで

１３２７ 上藤松２

２号線

門司区上藤松二丁目１３８３番４地先から

門司区上藤松二丁目１３８３番８地先まで

１３２９ 上藤松２

４号線

門司区上藤松二丁目１３１５番２６地先から

門司区上藤松二丁目１３１４番１６地先まで

１３３０ 上藤松２

５号線

門司区上藤松二丁目１３１０番３地先から

門司区上藤松二丁目１３１５番２４地先まで

１３３１ 上藤松２

６号線

門司区上藤松二丁目１３１５番４９地先から

門司区上藤松二丁目１３１５番５３地先まで

１３３４ 上藤松２

９号線

門司区上藤松三丁目３番３８地先から

門司区上藤松三丁目３番５地先まで

２００９ 新門司３

号線

門司区新門司二丁目１３番地先から

門司区新門司二丁目１２番地先まで

２１８４ 大里２号 門司区上藤松二丁目１３０７番６地先から
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線 門司区上藤松一丁目１４８３番２地先まで

３０７６ 上藤松３

４号線

門司区上藤松二丁目１２７８番６地先から

門司区上藤松一丁目１３０５番２地先まで

３０９０ 大里東４

４号線

門司区大里東四丁目４２５３番２５地先から

門司区大里東四丁目４２５３番１６地先まで

３２８２ 大里東４

８号線

門司区大里東四丁目４２５３番３９地先から

門司区大里東四丁目４２６０番３地先まで

３２８３ 大里新町

５号線

門司区大里新町１４５番２４地先から

門司区大里新町１４５番２１地先まで

３２８９ 新門司１

３号線

門司区新門司二丁目１１番１０地先から

門司区新門司二丁目１１番４０地先まで

１８５６ 熊谷６号

線

小倉北区熊谷一丁目７７番２地先から

小倉北区熊谷一丁目１番５５地先まで

１８６０ 熊谷１０

号線

小倉北区熊谷二丁目４００番４地先から

小倉北区熊谷四丁目１７９番８地先まで

１８６１ 熊谷１１

号線

小倉北区熊谷二丁目１番１２３地先から

小倉北区熊谷二丁目１番９０地先まで

１８６５ 熊谷１５

号線

小倉北区熊谷一丁目１番１６６地先から

小倉北区熊谷一丁目１番１６２地先まで

１９１１ 熊谷６１

号線

小倉北区熊谷二丁目１８５番２地先から

小倉北区熊谷二丁目１３番１地先まで

２５８２ 中井１９

号線

小倉北区中井三丁目１４番１地先から

小倉北区中井五丁目４番９地先まで

２５９９ 中井３６

号線

小倉北区中井三丁目５番１地先から

小倉北区中井五丁目１４番１５地先まで

３３８９ 東城野町

６号線

小倉北区東城野町１３２１番１９地先から

小倉北区東城野町１３２１番２８地先まで

３３９０ 東城野町 小倉北区東城野町１３２１番８２地先から
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７号線 小倉北区東城野町１３２１番４６地先まで

３３９１ 東城野町

８号線

小倉北区東城野町１３２１番３２地先から

小倉北区東城野町１３２１番３６地先まで

３３９２ 東城野町

９号線

小倉北区東城野町１３２１番８４地先から

小倉北区東城野町１３２１番２５地先まで

３３９３ 東城野町

１０号線

小倉北区東城野町１３２１番６１地先から

小倉北区東城野町１３２１番８０地先まで

３３９４ 東城野町

１１号線

小倉北区東城野町１３２１番６７地先から

小倉北区東城野町１３２１番６４地先まで

３３９９ 中井８３

号線

小倉北区中井五丁目４番１９地先から

小倉北区中井五丁目４番２４地先まで

７３８ 若園１号

線

小倉南区若園二丁目２１３番１５地先から

小倉南区若園三丁目１９６番３地先まで

１３０２ 上吉田１

５号線

小倉南区上吉田一丁目８１７番３地先から

小倉南区上吉田一丁目８３２番６地先まで

１３２１ 上吉田３

４号線

小倉南区上吉田一丁目８３３番５地先から

小倉南区上吉田一丁目１７２０番６地先まで

１６２１ 朽網８８

号線

小倉南区朽網東六丁目４２８番２地先から

小倉南区朽網東六丁目４２７番地先まで

１６５８ 朽網１２

５号線

小倉南区朽網西一丁目８５０番４地先から

小倉南区朽網西一丁目８４４番１地先まで

１７２１ 朽網１８

８号線

小倉南区朽網東六丁目４３０番１０１地先から

小倉南区朽網東六丁目４３０番８５地先まで

１７４５ 朽網２１

２号線

小倉南区朽網東六丁目４２０番５地先から

小倉南区朽網東六丁目５１２番６地先まで

２３７７ 曽根１１

号線

小倉南区中曽根五丁目１０５１番４地先から

小倉南区上曽根三丁目３５５９番１地先まで

２３８２ 曽根１６ 小倉南区中曽根東一丁目１３５５番８地先から
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号線 小倉南区中曽根東六丁目１７３５番５地先まで

２４１５ 曽根４９

号線

小倉南区中曽根五丁目１０３６番地先から

小倉南区中曽根五丁目８０７番２地先まで

２４４４ 曽根７８

号線

小倉南区中曽根五丁目１０５１番５地先から

小倉南区中曽根五丁目８０６番１１地先まで

３１０１ 中吉田１

０号線

小倉南区中吉田四丁目１３９４番３２地先から

小倉南区中吉田四丁目１６５６番２地先まで

３１２１ 中吉田３

０号線

小倉南区中吉田三丁目１３８７番９地先から

小倉南区中吉田三丁目１４２９番１３地先まで

３１２２ 中吉田３

１号線

小倉南区中吉田三丁目１４２９番１３地先から

小倉南区中吉田三丁目５番５地先まで

３２４１ 貫１０号

線

小倉南区東貫三丁目３３４７番２地先から

小倉南区東貫三丁目３５５９番２地先まで

３４７４ 貫２４３

号線

小倉南区東貫三丁目３６０９番５地先から

小倉南区東貫三丁目３６１５番１３地先まで

３８００ 母原３１

号線

小倉南区大字母原７７５番２地先から

小倉南区大字母原７９４番２地先まで

３８０４ 母原３５

号線

小倉南区大字母原１１０７番１地先から

小倉南区大字母原母原川３号橋まで

３８０５ 母原３６

号線

小倉南区大字母原１１４８番１地先から

小倉南区大字母原１１５６番１地先まで

３８０７ 母原３８

号線

小倉南区大字母原１０６８番地先から

小倉南区大字母原１５３２番地先まで

４３２３ 若園５１

号線

小倉南区若園二丁目１７８番４地先から

小倉南区若園二丁目１８６番３地先まで

４５６２ 母原７３

号線

小倉南区大字母原７９５番１地先から

小倉南区大字母原１０６８番地先まで

４５６３ 母原７４ 小倉南区大字母原１１１７番１地先から
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号線 小倉南区大字母原１１１３番１地先まで

５０４９ 東貫７号

線

小倉南区東貫三丁目３８３番５地先から

小倉南区東貫三丁目３８０番２１地先まで

５１６５ 東貫８号

線

小倉南区東貫三丁目３８３番５地先から

小倉南区東貫三丁目３８０番１０地先まで

５７０５ 上曽根４

号線

小倉南区上曽根三丁目７４８番６地先から

小倉南区上曽根三丁目７５１番１地先まで

５７１６ 沼新町１

号線

小倉南区沼新町三丁目１７４３番５地先から

小倉南区上吉田四丁目１８６番４地先まで

５７５９ 上曽根５

号線

小倉南区上曽根三丁目７３７番７地先から

小倉南区上曽根三丁目７３７番１２地先まで

６２９９ 朽網西５

８号線

小倉南区朽網西一丁目８４５番２２地先から

小倉南区朽網西一丁目８４５番１９地先まで

６３０４ 中曽根１

８号線

小倉南区中曽根五丁目８０８番１地先から

小倉南区中曽根五丁目８０７番１３地先まで

６３０５ 中吉田１

３６号線

小倉南区中吉田三丁目１４２９番１４地先から

小倉南区中吉田三丁目１４２９番１２地先まで

６３１１ 東貫２３

号線

小倉南区東貫三丁目３８０番１４地先から

小倉南区東貫三丁目３８０番１５地先まで

６３１６ 沼新町２

９号線

小倉南区沼新町三丁目１７５０番１２１地先から

小倉南区沼新町三丁目１７５０番１２７地先まで

６３１７ 東貫２４

号線

小倉南区東貫三丁目３３５４番８地先から

小倉南区東貫三丁目３３５２番９地先まで

６３１８ 朽網東３

９号線

小倉南区朽網東六丁目５１２番１４地先から

小倉南区朽網東六丁目５１２番１０地先まで

６３２２ 上吉田１

１３号線

小倉南区上吉田一丁目８３５番５地先から

小倉南区上吉田一丁目８３７番４地先まで

６３２３ 上吉田１ 小倉南区上吉田一丁目８３５番１０地先から
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１４号線 小倉南区上吉田一丁目８４０番１５地先まで

６３２４ 中曽根東

１９号線

小倉南区中曽根東二丁目２０１８番１地先から

小倉南区中曽根東二丁目２０１８番１４地先まで

６３２８ 沼南町１

９号線

小倉南区沼南町二丁目５０番８地先から

小倉南区沼南町二丁目４９番４５地先まで

６３２９ 沼南町２

０号線

小倉南区沼南町二丁目４９番２９地先から

小倉南区沼南町二丁目４９番１地先まで

６３３０ 東貫２５

号線

小倉南区東貫三丁目７４０番３０地先から

小倉南区東貫三丁目７４０番２４地先まで

６３３２ 若園９３

号線

小倉南区若園二丁目１８０番１４地先から

小倉南区若園二丁目１８０番１１地先まで

６３３７ 新道寺１

１３号線

小倉南区大字新道寺４００番６地先から

小倉南区大字新道寺３９９番８地先まで

５０１ 中央桃園

１号線

八幡東区中央二丁目３０番２地先から

八幡東区桃園四丁目２番地先まで

１２５５ 祇園１７

号線

八幡東区祇園三丁目４０番１地先から

八幡東区祇園四丁目１９１番３地先まで

１４６４ 天神町１

号線

八幡東区天神町１番１地先から

八幡東区天神町３番１地先まで

１４６７ 天神町４

号線

八幡東区天神町２番１５地先から

八幡東区天神町１３６３番１２地先まで

１５８７ 春の町４

号線

八幡東区春の町二丁目９６７番１地先から

八幡東区春の町二丁目２８番１５地先まで

１９７５ 天神町５

号線

八幡東区天神町４番８地先から

八幡東区天神町４番７地先まで

１９８２ 天神町６

号線

八幡東区天神町３番３２地先から

八幡東区天神町３番５１地先まで

２１０８ 天神町１ 八幡東区天神町４番２６地先から
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４号線 八幡東区天神町４番２２地先まで

２１０９ 天神町１

５号線

八幡東区天神町４番２５地先から

八幡東区天神町４番５１地先まで

２１１０ 天神町１

６号線

八幡東区天神町４番１０地先から

八幡東区天神町４番４６地先まで

２１１１ 天神町１

７号線

八幡東区天神町４番５３地先から

八幡東区天神町４番３８地先まで

７８２ 本城東力

丸町２号

線

八幡西区本城東二丁目２９８番１０地先から

八幡西区力丸町１９番１地先まで

１２７８ 市瀬１号

線

八幡西区市瀬一丁目１１１１番２地先から

八幡西区市瀬一丁目７２９番５地先まで

１２７９ 市瀬２号

線

八幡西区市瀬一丁目１１１５番２地先から

八幡西区市瀬一丁目１０９４番地先まで

１２８０ 市瀬３号

線

八幡西区市瀬一丁目９７６番２地先から

八幡西区市瀬一丁目１０９６番１地先まで

１２８１ 市瀬４号

線

八幡西区市瀬一丁目１０８２番１地先から

八幡西区市瀬一丁目９６９番４地先まで

１２８８ 市瀬１１

号線

八幡西区市瀬一丁目７２９番１地先から

八幡西区市瀬一丁目８５２番５地先まで

１４２９ 永犬丸５

号線

八幡西区永犬丸一丁目２７７６番１地先から

八幡西区永犬丸一丁目２６９１番１地先まで

１７３０ 大浦３号

線

八幡西区大浦一丁目１３番３地先から

八幡西区大浦一丁目１番１１地先まで

２４２２ 上上津役

７３号線

八幡西区上上津役五丁目６１４番２７地先から

八幡西区上上津役五丁目６８２番２地先まで

２４２５ 上上津役

７６号線

八幡西区上上津役五丁目１１８１番地先から

八幡西区上上津役五丁目１１８０番１２地先まで
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２４２６ 上上津役

７７号線

八幡西区上上津役五丁目１２０２番１地先から

八幡西区上上津役五丁目１２１６番１地先まで

２４２７ 上上津役

７８号線

八幡西区上上津役五丁目１１７２番１地先から

八幡西区上上津役五丁目１２１６番１地先まで

３１４６ 木屋瀬６

６号線

八幡西区木屋瀬四丁目７５９番５地先から

八幡西区木屋瀬四丁目８１番１地先まで

５０５４ 本城東３

０号線

八幡西区本城東三丁目５７６番６地先から

八幡西区本城東三丁目５７９番４地先まで

６３８３ 市瀬５４

号線

八幡西区市瀬一丁目９３３番１地先から

八幡西区市瀬一丁目７４５番４地先まで

６９２９ 上上津役

１４９号

線

八幡西区上上津役五丁目１２７２番２６地先から

八幡西区上上津役五丁目１２７２番１２地先まで

６９７６ 大浦５３

号線

八幡西区大浦一丁目１番３９地先から

八幡西区大浦一丁目１番３５地先まで

７００２ 市瀬５７

号線

八幡西区市瀬一丁目９７８番２地先から

八幡西区市瀬一丁目９９４番２地先まで

７００３ 市瀬５８

号線

八幡西区市瀬一丁目９９２番１２地先から

八幡西区市瀬一丁目９９４番５地先まで

７００４ 市瀬５９

号線

八幡西区市瀬一丁目９５３番３地先から

八幡西区市瀬一丁目９５７番２地先まで

７００５ 市瀬６０

号線

八幡西区市瀬一丁目１００５番２６地先から

八幡西区市瀬一丁目９８０番１３地先まで

７００６ 市瀬６１

号線

八幡西区市瀬一丁目９８０番２３地先から

八幡西区市瀬一丁目９５７番４地先まで

７００７ 市瀬６２

号線

八幡西区市瀬一丁目９５３番３地先から

八幡西区市瀬一丁目７２８番１２地先まで

７００８ 市瀬６３ 八幡西区市瀬一丁目７２８番１４地先から
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号線 八幡西区市瀬一丁目７２８番１６地先まで

７００９ 市瀬６４

号線

八幡西区市瀬一丁目１００５番１６地先から

八幡西区市瀬一丁目９９５番３地先まで

７０１０ 市瀬６５

号線

八幡西区市瀬一丁目９５７番８地先から

八幡西区市瀬一丁目７２９番１地先まで

７０１１ 永犬丸２

２２号線

八幡西区永犬丸一丁目２７７９番８地先から

八幡西区永犬丸一丁目２７７５番１４地先まで

７０１２ 上上津役

１５０号

線

八幡西区上上津役五丁目６１４番２６地先から

八幡西区上上津役五丁目６１４番２２地先まで

７０１６ 本城東８

５号線

八幡西区本城東三丁目５７２番８地先から

八幡西区本城東三丁目５７２番３地先まで

７０１９ 木屋瀬１

０７号線

八幡西区木屋瀬四丁目７２５番１地先から

八幡西区木屋瀬四丁目７２５番１１地先まで

７０２７ 上上津役

１５２号

線

八幡西区上上津役五丁目１１９３番１地先から

八幡西区上上津役五丁目１１８９番３地先まで

７０３０ 木屋瀬１

０８号線

八幡西区木屋瀬一丁目４１０番１０地先から

八幡西区木屋瀬一丁目４１０番７地先まで
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工事名 和布刈公園バスケットコート整備工事
工事場所 北九州市門司区大字門司
工事内容 敷地造成工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月１５日まで
予定価格 ２，２９１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
造園工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

北九州市公告第６４９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年９月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月１３日及び１０月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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工事名 山手町藤木１号線道路改築工事（４－２）
工事場所 北九州市若松区大字修多羅
工事内容 工事延長　４２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月１５日まで
予定価格 ４，２６１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
　に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第６５０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年９月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 恒見朽網線（曽根新田工区）道路改良工事（４－３）
工事場所 北九州市小倉南区大字曽根新田
工事内容 工事延長　２２０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年８月３１日まで
予定価格 ２億１，７４９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

その他
この工事は、ＩＣＴ活用工事の試行対象工事（受注者希望型）である。詳細については、「Ｉ
ＣＴ活用工事特記仕様書」を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木工
　事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又は共
  同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この
　限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
　工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和４年
　９月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。
　）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

契約保証金

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要

北九州市公告第６５１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年９月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 田原新町下曽根新町１号線歩道照明灯設置工事（４－２）
工事場所 北九州市小倉南区田原新町二丁目ほか
工事内容 歩道照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ３，９２８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和４年９月２６日から本
　件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６５２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

58



工事名 田原新町下曽根新町１号線歩道照明灯設置工事（４－３）
工事場所 北九州市小倉南区田原新町二丁目ほか
工事内容 歩道照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ３，００８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和４年９月２６日から本
　件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時２４分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６５３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

60



工事名 田原新町下曽根新町１号線歩道照明灯設置工事（４－１）
工事場所 北九州市小倉南区下曽根新町
工事内容 歩道照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ２，７８５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和４年９月２６日から本
　件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時３２分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第６５４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
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　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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工事名 長野葛原１号線道路照明ＬＥＤ化工事
工事場所 北九州市小倉南区葛原五丁目ほか
工事内容 道路照明のＬＥＤ化工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 １，４１２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時４０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第６５５号

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

手持工事等

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日
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９　その他

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
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工事名 横代北町１号線他道路照明ＬＥＤ化工事（４－１）
工事場所 北九州市小倉南区横代北町二丁目ほか
工事内容 道路照明のＬＥＤ化工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 １，１４６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時５６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日

年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

手持工事等

北九州市公告第６５６号

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

65



注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

９　その他

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 横代北町１号線他道路照明ＬＥＤ化工事（４－２）
工事場所 北九州市小倉南区横代東町四丁目ほか
工事内容 道路照明のＬＥＤ化工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 １，１３６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前１０時４分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第６５７号

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

手持工事等

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日
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９　その他

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
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工事名 日吉台光明線他１線道路照明灯設置工事（４－１）
工事場所 北九州市八幡西区折尾一丁目ほか
工事内容 道路照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ３，１４１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和４年９月２６日から本
　件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時１６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第６５８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日
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　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
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工事名 日吉台光明線道路照明灯設置工事（４－２）
工事場所 北九州市八幡西区折尾一丁目ほか
工事内容 道路照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 １，４０５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前９時４８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第６５９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金
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（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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工事名 ＪＲ九州鹿児島本線側道２号線道路照明灯設置工事（４－２）
工事場所 北九州市八幡西区北鷹見町
工事内容 道路照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 １，１０１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和４年９月２６日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１０月１８日　午前１０時１２分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月１３日及び同月１４日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月１７日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

北九州市公告第６６０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年９月２８日
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（４）　この工事は、九州旅客鉄道株式会社の線路近接工事に該当するため、線路近接作業の際は、一般社団
　法人日本鉄道施設協会の認定する工事管理者等の資格を有する者を常時配置すること。
　なお、詳細については、現場説明事項を確認すること。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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